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はじめに 

東京エコサービス株式会社（以下「弊社」という。）は、東京二十三区清掃一部事務組合（以下

「清掃一組」という。）が、運営する清掃工場の余剰電力の販売先（以下「契約者」という。）を募

集します。本要項は余剰電力の購入を希望される方のための要項をまとめたものです。 

本要項で販売先を募集するのは、清掃工場の余剰電力の内、再生可能エネルギー電気（以下｢FIT

電気｣という。）に該当しない電気（以下｢非 FIT電気｣という。）です。 

令和 2年度より、非 FIT電気から環境価値が非 FIT非化石証書として分離されましたが、弊社

は、電気と環境価値をセットで販売させていただきますので、それぞれの価格をご提案いただき

ます。 

 

１  募集概要 

（１）募集名称 

清掃工場余剰電力(非 FIT電気)の販売 

（２）募集対象工場 

  工 場 名 所 在 地 発電機出力[kW] FIT設備 ID 調達期間 

墨田清掃工場 墨田区東墨田 1-10-23 13,000 卒 FIT設備 調達期間終了済 

板橋清掃工場 板橋区高島平 9-48-1 13,200 卒 FIT設備 調達期間終了済 

杉並清掃工場 杉並区高井戸東 3-7-6 24,200 RF78902C13 
平成 30年 5月 1日

から 240月 

＊ 墨田工場と杉並工場は、清掃一組が電力広域的運営推進機関（以下｢広域機関｣という。）

と締結した容量確保契約により、令和 7年度より供給力（kW）を提供している工場です。

供給力を提供するにあたり、契約者に予めご了承いただく事項を本要項の契約条件に記

載しています。 

（３）契約期間  

   令和 8年 4月１日から令和 9年 3月 31日まで 

（４）応募先 

東京エコサービス株式会社 電力事業部   

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-10-17 KOYO BUILDING 2階 

   電話:03-5408-5376  FAX:03-5402-5387 

（５）応募方法および契約 

応募を希望される方は、「応募意思表明書」を提出して応募資格を取得していただきます。

その後、応募資格取得者から提出された提案書の内容等の審査を経て、第１位の優先交渉

権者を選定し、契約交渉をさせていただきます。 
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（６）募集日程  

 項 目 対応者 日 程（期 限） 

① 募集開始（ホームページにて周知） 弊社 令和 7年 12月 5日(金) 

② 「応募意思表明書」提出期限 応募者 令和 7年 12月 16日(火) 

③ 「応募資格決定通知書」の送付 弊社 

令和 7年 12月 18日(木)まで 

(通知書は応募意思表明書を受領し、審

査が終了次第、送付します) 

④ 質問受付期限 応募者 令和 7年 12月 19日(金)  

⑤ 質問への回答期限 弊社 
令和 7年 12月 22日(月) 

(質問は受付け次第、回答します) 

⑥ 提案書提出期限 応募者 令和 7年 12月 24日(水) 15時まで 

⑦ 審査結果のお知らせ 弊社 令和 7年 12月 26日(金) 

 

２  応募意思の表明と応募資格決定 

（１）応募意志の表明 

応募者は、本募集要項に基づき、下記の必要書類を添付し、応募意思を表明していただ

きます。 

（２）必要な資格及び必要書類 

応募者は下記①の必要な資格に関する条件を全て満たしていることが必要です。また、

下記②の必要書類を、弊社まで持参または郵送で期限までに提出していただきます。 

  ① 応募者に必要な資格に関する事項 

ア 電気事業法 第２条の２の規定により、応募書類提出日において小売電気事業を営もう

とする者として登録されている者。 

イ 会社更生法(平成１４年法律１５４号)第１７条の規定による更正手続開始の申し立て

がなされている者でないこと。  

ウ 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２１条の規定による再生手続開始の申し立

てがなされている者でないこと。 

エ 応募数の制限 

同一企業の本社、支店、100％出資の子会社等での重複応募は認めません。 

② 必要提出書類 

ア「応募意思表明書」（別紙、様式－１） 

イ「会社案内」 

ウ「会社経歴書」（会社案内に記載されている場合は不要） 

エ「直近の決算からさかのぼって 3期分の決算書類」 

※イ、ウ、エの様式は自由です。 
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（３）応募資格決定の方法 

弊社において必要な資格および、提出書類の確認を行い、応募資格を有すると判断された

場合に応募資格を得られるものとします。確認ができ次第、「応募資格決定通知書」を送付

します。 

 

３  募集条件と契約条件 

（１）余剰電力概要 

本募集は、募集対象 3工場の非 FIT電気を、以下の通り販売いたします。 

① 予定電力量 

工場名 
予定非 FIT電力量 

〔kWh/年〕 
想定バイオマス比率 

墨田清掃工場 33,741 × 103  卒 FIT設備 

板橋清掃工場 29,406 × 103  卒 FIT設備 

杉並清掃工場 36,740 × 103  50.0 % 

合計 99,887 × 103  － 

② 非 FIT電気、非 FIT非化石証書の単価 

応募者は非 FIT電気の発電者の仕訳後電力量が、翌月に値が確定する当該月のバイオマス

比率によって変動することを了承の上で、「非 FIT電気の購入単価(税抜、電気価値のみ)」

を提案いただきます。 

併せて、各工場共通の非 FIT非化石証書(再エネ指定および、再エネ指定なし)の購入単価

(税抜)をご提案いただきます。 

なお、非 FIT非化石証書の最低価格は、「再エネ指定」、「再エネ指定なし」ともに 0.6 円

/kWh(税抜)とします。 

③ 提案に必要な情報の提供 

月別・時間別電力量、バイオマス比率等については「応募資格決定通知書」と共に送付い

たします。提供した情報については、提案書の作成以外に使用しないようお願いします。 

④ 契約期間 

令和 8年 4月１日から令和 9年 3月 3１日まで  

⑤ 工場の稼動条件等 

ア 工場の定期点検等の予定については、令和 6～8年度の計画を参考にして下さい。(応募

資格決定通知書と共に送付いたします。) 

イ 工場の詳細な状況については、必要に応じて、清掃一組のホームページを参照して下さ

い。（https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/） 
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（２）提案項目 

「応募意思表明書」で参加希望を表明いただいた工場毎の非 FIT電気の購入単価 (円/kWh、

税抜、小数点第 2位まで)、非 FIT非化石証書(再エネ指定)および、非 FIT非化石証書(再

エネ指定なし)の購入単価(円/kWh、税抜、小数点第 2 位まで)を提案書で提出いただきま

す。 

（３）契約条件 

① 発調契約等は、契約者の責任において締結していただきます。 

② 清掃工場はごみの焼却施設であり、その操業計画は電力販売計画に拘束されるものではあ

りません。そのため、契約期間内の当該工場の実際の非 FIT電力量は、予定売却電力量(年

間、月間、週間計画含む)に比べて増減がある場合や、清掃工場のトラブルによる送電停止

や送電量低下があります。また、計画作成時の想定バイオマス比率と当月のバイオマス比

率実績との差によっても送電計画と実績に差が生じます。 

これらの要因による送電計画等と実績との差により、追加費用や損失が発生しても弊社は

その責めを負いません。 

③ 発電出力の増減要請には、お応えできませんのでご了承下さい。 

④ 契約開始日以降の送電計画は、週間、月間、年間計画を事前に提出いたしますが、翌々日

計画および、翌日計画は作成いたしません。また、発調契約に伴い必要な、広域機関への

発電計画提出は、契約者の責任において実施していただきます。 

⑤ 毎月の電気料金は、受渡し数量に契約単価を乗じて得た金額の合計に消費税等相当額およ

び発電側課金料金相当額(東京電力 PG から通知される当該月の発電側課金料金と同額)を

加算した金額とします。決済条件としては月末締め翌月末日までに指定金融機関にお支払

いいただきます。なお、その翌月末日が金融機関の休業日の場合はその前営業日とします。

なお、令和 7年 10月時点での発電側課金料金に関する情報は以下です。 

工場名 受電電圧(V) 課金対象電力(kW) 割引区分 

墨田清掃工場 22,000 3,900 A-2 

板橋清掃工場 22,000 4,300 A-2 

杉並清掃工場 66,000 8,805 A-1 

⑥ 契約時点での非 FIT 電気の予定月額販売金額の 3 ケ月分に相当する金額を超えない範囲

で、契約保証金として、契約を開始する前に納めていただく場合があります。契約保証金

は、契約が終了した際に、未払いの債務と清算の上、残金をお返しします。その際、契約

保証金には、利子をお付けしません。 

⑦ 非 FIT非化石証書は、毎月の認証後に日本卸電力取引所の非化石価値取引システムの清掃

一組口座から契約者口座に、直接移転されます。非 FIT非化石証書の料金は、移転日の翌

月末日までに指定金融機関にお支払いいただきます。なお、その翌月末日が金融機関の休

業日の場合はその前営業日とします。 

⑧ 発電側課金料金は、契約者からの請求に基づき、弊社から契約者に支払い、契約者は受領

した発電側課金料金を東京電力 PGが定める期日までに、東京電力 PGに支払うものとしま

す。なお、弊社から契約者への発電側課金料金の支払いは、契約者から弊社への電気料金
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支払い額と相殺するものとします。 

⑨ 墨田工場と杉並工場は清掃一組が電力広域的運営推進機関と締結した容量確保契約によ

り、清掃一組が収入を得る予定ですが、この収入と売電料金の精算は行わないものとしま

す。 

⑩ 墨田工場と杉並工場の契約者は清掃一組が容量確保契約に基づき、電力広域的運営推進機

関の容量市場システムに登録が必要な電源等情報の内、契約者固有の発電 BG コード、需

要 BG コード、計画提出者コード等の情報を令和 8 年 1 月中旬までに清掃一組に提供する

ものとします。  

⑪ 杉並清掃工場は、FIT工場のため、容量市場と FIT制度間で二重払いが発生する可能性が

あり、国の指針に基づき月単位での買取上限（バイオマス上限比率 53%）が設定されてい

ます。当月のバイオマス比率が 53％を超えた場合、バイオマス比率 53％として非 FIT 電

気の電力量仕訳が行われます。一方、非化石証書は、実績値に基づいて認証されるため、

上限を超えた場合、非 FIT電気量(上限値で仕訳)の一部はバイオマス由来の電気となる為、

一部再エネ指定の証書が認証されます。 

⑫ 契約者からの発電状況に関するお問い合わせの受付は、令和７年度までの有人のコールセ

ンターから、令和 8年度より音声認識によるメール配信方式に変更となります。 

（４）提案書類 

① 書式 

「提案書」（別紙、様式－３）の提出部数は１部とします。 

② 提出方法 

提案書類を封筒に入れ、弊社（電力事業部）まで持参または郵送で提出期限までに提出す

るものとします。持参の場合は提案書を入れた封筒を、糊付けして提出して下さい。(割り

印等は不要です。) 

③ その他 

提出された書類については返却しません。 

 

４  質問方法と回答 

   質問に関しては、応募者からの電子メールでのみ、受け付けるものとします。なお、質問

者への回答は電子メールにて実施するものとします。 

・「質問書」（別紙、様式－２） 

・質問メールアドレス:teco@tokyoecoservice.co.jp 

 

５  審査 

（１）審査委員会 

本募集の審査は、弊社の審査委員会によって実施されます。 

（２）優先交渉権者の決定方法 

工場毎に、非 FIT 電気の提案価格と非 FIT 非化石証書の提案価格(再エネ指定と再エネ指

定なしの非化石証書の単純平均価格)の合計価格を中心に総合的に勘案して、優先交渉権
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者を決定させていただきます。 

募集区分毎の非 FIT電気価格と非 FIT非化石証書価格の合計価格等が、弊社の設定する基

準に達する提案が無かった場合は、「優先交渉権者無し」とさせていただき、その旨を公表

させていただきます。 

（３）審査結果の通知 

弊社の審査委員会において審査した結果については、優先交渉権者に書面で通知するもの

とします。優先交渉権者以外の応募者には、電話、メール、その他の方法で通知します。 

なお、審査結果に関するお問い合わせには、お答えできませんので、ご了承下さい。 

（４）契約者の公表 

契約締結後に、契約者名を弊社ホームページで公表させていただきます。 

 

６  欠格事項 

次のいずれかの欠格事項に該当する場合は、失格とします。なお、優先交渉権者の選定後に判

明した場合も同様とします。 

(１) 提出期限後に書類の提出があった場合 

(２) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(３) 募集要項に違反した場合 

(４) 公正を欠いた行為があったとして審査委員会が認定した場合 

(５) その他、募集要項に違反すると認められた場合 

 

７  別紙 

「応募意思表明書」（様式－１） 

「質問書」（様式－２） 

「提案書」（様式－３） 

 

８  問い合わせ先 

東京エコサービス株式会社 電力事業部   

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-10-17 KOYO BUILDING 2階 

               電話:03-5408-5376    FAX:03-5402-5387 

質問メールアドレス:teco@tokyoecoservice.co.jp 

ホームページ https://www.tokyoecoservice.co.jp/ 

 

   以上 

https://www.tokyoecoservice.co.jp/


 - 8 - 

    令和 ７年１２月  日 

 

東京エコサービス株式会社 御中 

《応募意思表明書》 

 

令和８年度清掃工場余剰電力(非 FIT 電気)の販売 

 

 

私は令和 8 年度清掃工場余剰電力の販売(非 FIT 電気)についての募集要項を遵守し、

応募の意思を表明します。 

会社名 

代表者名 

 

 

                                           印 

 

所在地 
 

 

登録番号  

連絡責任者 
所属部署 氏名  

                      

電話番号 
 

メールアドレス  

応募工場 

応募する工場に○ 

応募しない工場に× 

墨田 板橋 杉並 

   

                   

様式－１ 
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令和 ７年１２月  日 

東京エコサービス株式会社 御中 

 

《質 問 書》 

令和８年度清掃工場余剰電力(非 FIT 電気)の販売 

 

次の事項について質問します。            【質問締切 ： 令和 ７年 12月 19日(金)】 

<会社名> 

<担当者名> 

<連絡先 TEL／メールアドレス> 

<質問> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式－２ 
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    令和 ７年 １２月  日 

東京エコサービス株式会社 御中 

 

所在地 

会社名 

代表者                           印 

 

《提案書》 

令和８年度清掃工場余剰電力(非 FIT 電気)の販売 

 
 

  「令和８年度清掃工場余剰電力（非 FIT 電気）の販売」についての募集要項に基づき 

以下の通り提案します。 

 

 

 

非 FIT 電気購入価格 （円/kWh、税抜、小数点第２位まで） 

墨田 板橋 杉並 

   

 

 

非 FIT 非化石証書価格 （円/kWh、税抜、小数点第２位まで） 

再エネ指定 再エネ指定なし 

  

 

 

様式－３ 


